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※詳細についてはかいらんやホームページを参照してください。応募用紙はホームページからダウンロードできま
す。＜景観関連ホームページまでは…＞　�検索サイトで【下田市役所公式ＨＰ】と入力しクリック！⇒�下田市
役所ホームページ⇒�市政ガイド（下のほうにあります）⇒�市制ガイドの中の「景観」（左下です）
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りと感じるもの・これからも継承していきたいもの・下田らしい
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下田市では、まち遺産の認定などにかかわる景観ま
ちづくり市民会議委員を公募します。公募人数・任
期は以下のとおりです。
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公募受付は７月１日からとなりますので、関心のあ
る方はぜひ応募してください。年間３～４回程度の
会議を予定しています。
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市民が誇りに思い、次代へ継承していくべきもので、

下田を象徴し、下田らしさが感じられるものが「下

田まち遺産」であり、これらの価値や景観の重要性

を認識し、協働によって下田まち遺産を活かしたま

ちづくりを推進します。
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�������すると同時に、�������を創り出したり、まち遺産とな
り得るようなものを発掘するため、市民のみなさんのご意見を聞き、新しい芽
が育っていくようにします。

既存のまち遺産をこれ以上減らさず、維持・保存していくために、何をしてい
けばよいのか考え、行動していきます。また、過去の建造物などを大切に維持
し、新たな活動の場として再生しやすくなるような������を確立します。

まち遺産の良さを再確認できるようホームページやかいらん、パンフレット等
で����をしていきます。
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れ
ま
す
。
こ
の
条
例
は
単
に
規
制

す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
の
方
々

と
行
政
が
協
働
で
景
観
や
ま
ち
遺

産
に
つ
い
て
知
り
、
創
り
育
て
、

支
え
て
い
こ
う
と
の
趣
旨
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
を
通
し
て
下
田
に
関

係
す
る
人
の
一
人
ひ
と
り
が
景
観

や
ま
ち
遺
産
を
意
識
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
表
現
さ
れ
た

と
き
、
魅
力
的
で
他
に
は
な
い
下

田
独
自
の
ま
ち
な
み
が
創
り
出
さ

れ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
市
民
の
代
表
の
方
、

各
分
野
の
専
門
家
の
方
な
ど
多
く

人
に
支
え
ら
れ
ま
し
た
。
皆
様
の

協
力
を
糧
に
、ま
ち
遺
産
を
再
発
見
・

保
全
・
創
出
す
る
こ
と
で
、
下
田

に
住
ん
で
い
る
人
が
毎
日
う
れ
し

く
暮
ら
せ
、
観
光
客
の
人
も
楽
し

く
過
ご
せ
る
ま
ち
に
す
る
た
め
、

今
後
も
多
く
の
汗
を
流
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
７
月
１

日
に
は
市
民
文
化
会
館
に
て
景
観

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
様
に
参
加

し
て
い
た
だ
き

貴
重
な
ご
意
見

を
聞
か
せ
願
い

た
い
と
思
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

（
建
設
課　
　

松
下　

仁
）
－５－�����������	�
����

　

私
達
の
ふ
る
さ
と
の
下
田
に
は
、

自
然
、
歴
史
、
文
化
、
人
の
暮
ら

し
に
関
係
す
る
貴
重
な
景
観
が
あ

り
、
そ
の
中
で
今
後
も
大
切
に
し

た
い
も
の
が
下
田
の
ま
ち
遺
産
で

す
。
私
は
建
設
課
で
、
こ
の
市
民

の
共
有
の
財
産
で
あ
る
ま
ち
遺
産

を
絶
や
さ
ず
、
新
た
に
創
り
出
す

こ
と
で
下
田
を
魅
力
的
な
ま
ち
に

し
、豊
か
に
発
展
さ
せ
る
た
め
日
々

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

景
観
と
は
、
ま
ち
な
み
な
ど
の

眺
め
ら
れ
る
対
象
を
表
す
�
景
�

と
い
う
文
字
と
、
眺
め
る
人
の
感

覚
を
表
す
�
観
�
の
組
合
せ
で
す
。

つ
ま
り
、
見
る
人
の
価
値
観
な
ど

に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
り
ま

す
が
、
見
る
人
の
目
と
心
に
う
つ

る
「
地
域
の
視
覚
的
特
性
＝
ま
ち

の
個
性
」
と
も
言
え
ま
す
。

　

ま
ち
の
個
性
は
建
物
の
形
状
な

ど
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の

歴
史
や
文
化
、
さ
ら
に
風
習
や
日

常
生
活
な
ど
と
深
く
関
係
し
て
い

る
た
め
、
一
定
の
ル
ー
ル
が
必
要

に
な
り
来
月
７
月
１
日
に
下
田
市

景
観
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
施
行
さ
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小
学
生
以
上
で
下
田
市
内

に
お
住
ま
い
、
お
勤
め
、
ま
た
は

通
学
さ
れ
て
い
る
方
５
名
以
上
が

参
加
す
る
場
で
あ
れ
ば
構
い
ま
せ

ん
。
小
中
学
校
で
の
申
し
込
み
も

歓
迎
で
す
。
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土
・
日
・
祝
日
お
よ

び　

月　

日
か
ら
１
月
４
日
ま
で

１２

２８

を
除
い
た
日
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
９
時
ま
で
の
間
で
１
講
座
２
時

間
ま
で
。（
１
時
間
を
限
度
に
延
長

も
可
能
で
す
）
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市
内
の
公
の
施
設
、

地
区
集
会
所
な
ど
の
会
場
を
受
講

者
の
方
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

�
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希
望
す
る
日
の
３
か

月
前
か
ら
２
週
間
前
ま
で
に
申
込

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�　

講
師
の
派
遣
や
資
料
は
無

料
で
す
。（
施
設
借
上
料
や
有
償
資

料
代
な
ど
は
受
講
者
が
負
担
し
て

く
だ
さ
い
）
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政
治
、
宗

教
、
営
利
を
目
的
と
す
る
集
会
な

ど
の
場
合
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
苦
情
や
ご
要
望
を
お
聞
き

す
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
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企
画
財
政
課
企
画
調
整
業
務
担
当

�
�
２
２
１
２　

�
�
３
９
１
０

　

市
民
の
み
な
さ
ま
が
知
り
た
い
、
聞
き
た
い
、
学
び
た
い
内
容
を
、
市

役
所
の
職
員
が
出
向
い
て
お
話
を
す
る
職
員
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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担当課講座の内容講座名NO

企 画 財 政 課
市の財政状況について市の家計簿１

下田市行政経営方針について
市役所は変わります！
～効率的な運営に向けて～

２

総 務 課
情報公開制度の現状、利用方
法等について

よくわかる「情報公開制度」
～より開かれた

市政をめざして～
３

税 務 課
各種市税の課税の仕組みや納
税等について

暮らしの中の税４

市 民 課
各自でできる地震対策や市の
防災について

東海地震！
家庭でできる地震対策

５

市民係窓口業務の概要市民係の窓口業務６

観 光 交 流 課
観光案内の要点、心のおもて
なし、市民の心得等について

観光おもてなし講座７

市の観光の現状とその振興施策観光づくりについて８

産 業 振 興 課
地場の農林水産物を直接提供
する、地産地消運動について

新鮮！おいしい！
下田産の食べ物について

９

建 設 課下田市景観計画について景観を活かしたまちづくり１０

福 祉 事 務 所

市の高齢者の状況や在宅福祉
事業制度について
※他の福祉制度も相談により
対応可

高齢者の
在宅福祉事業について

１１

健 康 増 進 課

介護保険制度の解説、介護保
険の利用状況について

ご存知ですか？
介護保険制度

１２

国民健康保険制度の概要国民健康保険の豆知識１３

後期高齢者医療制度について
の説明

後期高齢者医療制度について１４

食生活の改善、健康管理、健
康体操、生活習慣病予防等に
ついて

いきいき健康講座１５

（包括支援センター）

６５歳からの総合的な健康・体力
づくりのための講義・運動実技

６５歳からの
健康・体力づくり

１６

認知症の理解者であるサポー
ターの養成

認知症サポーター養成講座１７

環 境 対 策 課
ゴミの減量方法や収集・処理
について

ゴミを減らしましょう！１８

上 下 水 道 課

水道のしくみ（水道水ができ
るまで､水道施設､水道料金）

下田市の水道１９

下水道事業の歴史と役割につ
いて

下水道の歴史と役割２０

生 涯 学 習 課市内の指定文化財について
こんなにあります
市内の指定文化財

２１

選挙管理委員会
公職選挙法に基づく各種選挙
制度の概要

選挙の仕組み２２

メニュー以外の内容の講座についても相談に
応じますので、ご連絡ください

リクエスト講座２３
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